
 

給水施設工事の設計業務及び工事施工に関する事務処理要領 
 

（制定 平成 31 年３月 27 日課長決） 

 

１ 目的 

  この要領は、「給水施設工事施行要綱（平成 31 年３月 27 日部長決）」の施行にあた

り、工事の設計業務及び工事施工に関する事務処理等の必要な事項について定める。 

２ 方法 

  給水施設工事の設計業務及び工事施工の方法は、原則として工事の施工内容により

決定するものとし、別図－１及び２のとおりとする。 

３ 事務の内容 

給水施設工事の施行については別図－１及び２によるが、事務の内容については別

図－３及び４のフロー図のとおりとする。また、詳細は以下に示す。 

３－１ 給水施設工事の設計 

     （１）給水課による給水施設工事設計業務（直営設計） 

給水課は、申込者と協議し施工内容の確認と行うとともに、現地調査

及び必要な各種調査を実施し、施工内容の確定を行う。確定した施工内

容に基づき、給水施設工事の施工指示図を作成し、必要な工種・材料・

数量等を算出する。 

     （２）「給水装置整備工事等設計業務委託」による給水施設工事設計（委託設

計） 

給水課は、申込者と協議し施工内容の確認と行うとともに、必要に応

じて現地調査及び必要な各種調査を実施し、施工内容の確定を行う。確

定した施工内容に基づき、給水施設工事設計指示書（様式－１）を作成

し、給水装置整備工事等設計業務委託受注者へ交付し、設計業務の施行

を指示する。 

        （３）新規（単独）発注による給水施設工事設計業務（委託設計） 

給水課は、申込者と協議し施工内容の確認と行うとともに、必要に応

じて現地調査及び必要な各種調査を実施し、施工内容の確定を行う。確

定した施工内容に基づき、給水施設工事設計に必要な工種・数量を算出

し、「給水施設工事設計業務委託」の設計・積算及び発注業務を行う。  

また、「給水施設工事設計業務委託」の履行業務は給水課が行う。 

         （４）その他（共通事項） 

           ・市道部分での占用（掘削）延長が 20ｍ以上の工事については、原則

として大阪市道路工事埋設協議会における幹事会発表を行い、調整を

受ける。また、調整を受ける場合には、設計業務委託受注者に対して、

調整月及び調整図面の納品期限を指示し、期限までに完成した調整図

面を提出させ調整を行う。なお、調整は給水課が行う。  



 

３－２ 給水施設工事の工事費概算額の算出 

     給水課は、別表－１「給水施設工事 費用内訳書」により各項目に要する費

用を算出し、工事費概算額を決定する。各項目の内容及び算出方法については

別表－２に示す。 

給水課は、算出した工事費概算額の納入通知書及び別表－１「給水施設工事 

費用内訳書」を給水施設工事申込者へ送付し、工事費概算額の入金が確認され

た時点において、給水課は給水施設工事施工の手続きを開始する。 

給水装置改良工事受注者での工事施工の場合は水道センターに対し、給水施

設工事施工指示の依頼を行い、給水施設工事受注者での工事施工の場合は、請

負工事発注予定の公表手続きを行う。 

３－３ 給水施設工事の工事施工 

  ３－３－１ 給水装置改良工事受注者による給水施設工事の施工 

（１）給水施設工事の施工指示依頼及び引継ぎ 

           給水課は、水道センターに対して給水装置改良工事受注者での 

給水施設工事の施工指示を依頼し、同時に、工事申込者や道路管

理者等との協議において決定した事項などについて引継ぎを行う。 

        （２）給水施設工事の施工指示 

                 水道センターは、道路工事にかかる道路使用許可申請及び道路

占用許可申請、そのほか必要な許可申請を行い、取得した許可書

の写しを添えて、給水装置改良工事受注者に対して給水施設工事

の施工指示書（様式－２）を交付する。また、給水装置改良工事

受注者に対し、指示書交付の当日又は翌日までに仮請書（様式－

３）を提出させる。 

（３）請負工事の工事完成・精算 

           水道センターは、給水装置改良工事受注者より提出された「給

水施設工事完了届（様式－４）」及び完成図書の確認を行う。 

           なお、工事完成検査は各旬の出来高をもって実施することとし、

水道センターは給水装置改良工事受注者より提出された「出来高

集計表（様式－５）」を確認して、出来高集計表による請負工事完

成検査を実施する。 

検査合格後、水道センターは、給水装置改良工事受注者に対し、

請負工事完成図書類を提出させるとともに、請書を管財課へ、請

求書を経理課へ提出することを指示する。 

水道センターは、給水課に対し、給水施設工事の完成を報告し、

工事完成書類のうち、給水施設完了届（様式－４）と出来高集計

表（様式－５）の写しを送付する。 

  ３－３－２ 給水施設工事受注者による給水施設工事の施工 

（１）給水施設工事の施工引継ぎ 

           給水課は、水道センターに対して給水施設工事の請負工事設計書

を送付し、工事申込者や道路管理者等との協議において決定した事



 

項などについて引継ぎを行う。 

（２）給水施設工事の施工指示 

           水道センターは、道路工事にかかる道路使用許可申請及び道路占

用許可申請、そのほかに必要な許可申請を行い、取得した許可書の

写しを添えて、給水施設工事受注者に対して給水施設工事の施工を

指示する。 

（３）請負工事の工事完成・精算 

          水道センターは、給水施設工事受注者より提出された、給水施設

工事完成図及び数量報告書の確認を行い、給水課へそれらの写しを

送付する。 

                   給水課は、給水施設工事完成図及び数量報告書に基づき、請負工

事変更設計書の作成を行う。 

                   請負工事変更契約後、給水課は請負工事変更設計書を水道センタ

ーへ送付する。 

水道センターは、給水施設工事受注者に対し、請負工事完成図書

類を提出させ、請負工事完成検査を実施する。 

検査合格後、請負工事費の支払い手続きを行い、請負工事の精算

を行う。 

３－４ 給水施設工事竣工図面の整理及び保管 

       水道センターは、給水施設工事完成図の写しを図面入力業務委託受注者へ

送付し、ファイリング処理確認後は保存年限に応じた保管を行う。  

３－５ 給水施設工事の工事費精算額の算出 

       給水課は、別表－１「給水施設工事費用内訳書」により各項目に要した費

用を算出し、工事費精算額を決定する。各項目の内容及び算出方法について

は別表－３に示す。 

給水課は、算出した工事費精算額と工事費概算額との差額について、追徴

若しくは還付を行う。追徴金がある場合は納入通知書を、還付金がある場合

は振込依頼書（様式）を別表－１「給水施設工事費用内訳書」と共に給水施

設工事申込者へ送付し、給水施設工事の工事費精算手続きを行う。また、差

額が発生しない場合においては、別表－１「給水施設工事費用内訳書」のみ

を給水施設工事申込者へ送付する。 

       工事費精算手続きの完了をもって、給水施設工事の完成となる。 

 

附則 

１ この規程は、平成 31 年４月１日から実施する。 

２ この規定の施行に伴い「給水施設工事の設計業務委託総価契約に伴う事務処理要

領について」（昭和 62 年５月 20 日課長決）は廃止する。 



 

（別図－１） 

○ 給水施設工事の設計業務履行方法の決定
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（別図－２） 

○ 給水施設工事の工事施工方法の決定
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（別図－３） 

○給水施設工事の施行にかかる事務について〔設計業務〕 

（１）給水課による設計業務（直営設計）を履行する場合

　　〔※工事申込受付～施工指示依頼まで〕

（別図４－（１）へ続く）

お客さまサービス課
（工業用水道）

給水課
（給水装置整備）
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工事申込通知書 工事申込通知書
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（２）給水装置整備工事等設計業務委託受注者による設計業務を履行する場合（委託設計）

　　　〔※工事申込受付～設計業務委託完成まで〕

（※１へ続く）

工事申込書類 工事申込書類
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要。
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（３）給水施設工事設計業務委託受注者により設計業務を履行する場合（委託設計）

　　　〔※工事申込受付～設計業務委託完成まで〕

（※１へ続く）

お客さまサービス課
（工業用水道）

給水課
（給水装置整備）

受注者
（給水施設工事設計業務）

工事申込者

工事申込通知書
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提出・協議 受理・協議 協議
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（別図－４） 

○給水施設工事の施行にかかる事務について〔工事施工〕 

（１）給水装置改良工事受注者により工事施工を履行する場合

　　〔※施工指示依頼書受理～給水施設工事の施工完了まで〕

（※２へ続く）
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（２）給水施設工事受注者により工事施工を履行する場合

　　〔※施工引継～給水施設工事の施工完了まで〕

（※１より）

（※２へ続く）

受注者
（給水施設工事）

工事申込者
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受理・引継完了

請負工事設計書

給水課
（給水装置整備）

水道センター
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検収担当（技術監理委託）に
よる検査

工事費支払い

請負工事完成

提出

提出

検査合格

交付

提出

 



 

（※１）工事費概算金算出～施工引継（給水施設工事での工事施工を行う場合）

請負工事
設計・積算

お客さまサービス課
（工業用水道）

給水課
（給水装置整備）

水道センター
（維持管理グループ）

工事申込者

工事費概算金
算出

費用内訳書作成

納入通知書
工事費概算金
納入通知書

請負工事発注予定
公表手続き

請負工事設計書

作成

請負工事契約締結

受理・入金 作成

工事費概算金
入金確認

（財務会計システムによる）

請負工事設計書

設計書送付・引継

請負工事設計書

受理・引継完了

管財課へ依頼

工事事務担当へ依頼

送付

入金連絡

・納入通知書

・費用内訳書

 

 

（※２）工事施工（請負工事）完了～給水施設工事完成まで

お客さまサービス課
（工業用水道）

給水課
（給水装置整備）

水道センター
（維持管理グループ）

工事申込者

納入通知書等
工事費精算金
納入通知書

給水施設工事完成

受理 作成

工事費精算金
入金確認

振込手続き
工事費精算金

受領

（財務会計システムによる）
書類確認

請負工事完成

直接経費（請負工事費）金額確定

工事費精算金
算出

費用内訳書作成

工事事務担当へ依頼

送付

入金連絡あるいは書類返送

・納入通知書あるいは

振込依頼書（様式）

・費用内訳書

指定口座へ振り込み
工事事務担当へ依頼

 



 

（別表－１） 

工
事

名
称

：

金
額

（税
抜

）
備

考
金

額
（税

抜
）

備
考

①
設

計
費

①
設

計
費

②
直

接
経

費
（委

託
設

計
費

）
②

直
接

経
費

（委
託

設
計

費
）

③
直

接
経

費
（請

負
工

事
費

）
③

直
接

経
費

（請
負

工
事

費
）

④
間

接
経

費
④

間
接

経
費

⑤
断

水
費

用
⑤

断
水

費
用

⑥
残

土
処

分
費

用
⑥

残
土

処
分

費
用

⑦
事

務
検

査
費

用
⑦

事
務

検
査

費
用

給
水

施
設

工
事

　
費

用
内

訳
書

工
事

費
概

算
額

工
事

費
精

算
額

差
引

増
減

額
（
清

算
額

－
概

算
額

）
項

目
項

目

（工
事

費
用

の
算

出
に

つ
い

て
）

　
給

水
施

設
工

事
に

要
す

る
費

用
は

、
大

阪
市

工
業

用
水

道
事

業
給

水
条

例
　
第

1
3
条

（工
事

費
の

算
出

方
法

）第
１

項
第

１
号

か
ら

第
５

号
、
同

条
第

２
項

及
び

第
３
項

の
費

用
の

合
計

額
と

す
る

。
　
各

号
の

算
定

方
法

は
、
給

水
装

置
関

係
規

定
集

（以
下

、
「関

係
規

定
集

」）
「給

水
施

設
の

構
造

、
工

事
材

料
及

び
工

事
費

の
算

出
に

つ
い

て
」に

基
づ

き
、
大

阪
市

工
業

用
水

道
事

業
給

水
条

例
施

行
規

程
（以

下
、
「施

行
規

程
」）

第
1
8

条
（工

事
費

の
算

出
方

法
）第

１
項

及
び

「給
水

装
置

の
構

造
、
工

事
材

料
及

び
工

事
費

の
算

出
方

法
等

に
関

す
る

規
定

の
細

目
（以

下
、
「規

定
の

細
目

」」
に

よ
る

。
　
工

事
に

か
か

る
消

費
税

等
相

当
額

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、
関

係
規

定
集

「給
水

施
設

工
事

に
関

す
る

消
費

税
等

相
当

額
に

つ
い

て
」に

基
づ

き
、
施

行
規

程
第

1
8
条

の
規

程
に

よ
り
算

出
し

た
金

額
に

消
費

税
率

及
び

地
方

消
費

税
率

を
乗

じ
て

得
た

額
を

消
費

税
等

相
当

額
と

し
て

工
事

費
に

加
算

す
る

。

（直
営

設
計

の
場

合
に

お
け

る
間

接
経

費
に

つ
い

て
）

 　
施

行
規

程
第

1
8
条

（工
事

費
の

算
出

方
法

）第
１

項
第

６
号

に
基

づ
き

、
設

計
費

に
対

し
て

監
督

料
（1

0
0
分

の
３

）、
損

料
（1

0
0
分

の
５

）及
び

事
務

費
（1

0
0
分

の
1
2
）を

乗
じ

て
得

た
金

額
と

す
る

。
　
  

  
 　

【間
接

経
費

：設
計

費
の

1
0
0
分

の
2
0
】

（給
水

施
設

工
事

の
一

部
を

請
負

及
び

委
託

に
付

し
た

場
合

）
　
関

係
規

定
集

「給
水

施
設

工
事

の
一

部
を

請
負

又
は

委
託

に
付

し
た

場
合

に
お

け
る

給
水

施
設

工
事

費
の

算
出

方
法

に
つ

い
て

」に
基

づ
き

、
次

の
費

用
を

加
算

す
る

。
　
　

直
接

経
費

：請
負

又
は

委
託

に
要

し
た

費
用

に
相

当
す

る
額

　
　
【直

接
経

費
（委

託
設

計
費

）：
委

託
設

計
に

要
し

た
費

用
、
直

接
経

費
（請

負
工

事
費

）：
請

負
工

事
に

要
し

た
費

用
】

　
　

間
接

経
費

：請
負

又
は

委
託

に
要

し
た

費
用

の
1
0
分

の
１

に
相

当
す

る
額

　
　
【間

接
経

費
：委

託
設

計
費

及
び

請
負

工
事

費
の

合
計

額
の

1
0
分

の
１

】

小
計

（税
抜

）
小

計
（税

抜
）

消
費

税
等

相
当

額
消

費
税

等
相

当
額

合
計

（税
込

）
合

計
（税

込
）



 

（別表－２） 

○給水施設工事費の内訳及び算出方法について　【工事費概算額】

項目 内容 算出方法

① 設計費
給水課による給水施設工事の設計業務費
用。

「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に
関する規定　の細目（別表）」（以下、「規定の細目（別表）」
という）の別表第３「設計費　の労力算出歩数」及び別表第
４「設計従事職員の賃金」により算出する。
※設計業務完了時点の単価を適用する。

②
直接経費
（委託設計費）

給水装置整備工事等設計業務委託又は給
水施設工事設計業務委託による給水施設工
事の設計業務費用。

1.給水装置整備工事等設計業務委託にて設計業務を行う
場合、当該業務における想定出来高数量により概算金額を
算出する。
2.給水施設工事設計業務委託にて設計業務を行う場合、
当該業務委託に要する概算費用とする。

③
直接経費
（請負工事費）

給水施設工事の請負工事施工に必要な費
用（概算額）。

1.給水装置改良工事受注者にて給水施設工事を行う場
合、給水施設工事に必要な工種・材料の予定数量に給水
装置改良工事契約単価を乗じて算出する。
2.給水施設工事受注者にて給水施設工事を行う場合、当
該発注工事において想定される工種・数量による概算金額
とする。

④ 間接経費
上記①～③に関する間接的な計上費用（予
定額）。

算出方法は別に定める。
（参考）
1.設計費にかかる間接経費：設計費に100分の20を乗じて
得た金額
2.直接経費（委託設計費・請負工事費）の10分の1に相当
する金額。

⑤ 断水費用
給水施設工事で必要になる工業用水道管断
水作業に要する費用（洗浄排水費用、公共
下水道使用料及び間接経費含む）。

「規定の細目（別表）」の別表第13「断水費等徴収単価表」
の（２）断水費等（工水）の該当する工種単価に予定断水延
長及び断水回数を乗じて算出する。
断水延長の算出については、「規定の細目（別表）」の別表
第13「断水費等徴収単価表」に記載のとおりとする。
※工事費概算額算定時点の単価を適用する。

⑥ 残土処分費

給水施設工事の施工に伴い発生する残土
（建設発生土）の処分費用（港湾局へ支払
う）。
指定地処分（夢洲基地）での処分を行う場合
に算定する。

工務課長通知の建設発生土処分予定単価に当該工事の
発生予定土量を乗じて算出する。
なお、自由地処分地の場合は、直接経費（請負工事費）に
含まれるため、算定及び計上不要。
※工事費概算額算定時点の当該年度予定単価を適用す
る。

⑦ 事務検査費

給水施設工事跡の舗装復旧工事の確認検
査に際して発生する検査費用（建設局へ支
払う）。
工事場所が大阪市建設局の管理する道路
（認定道路）であった場合に算定する。

給水施設工事の舗装復旧予定面積に応じた事務検査費の
金額とする。
金額は建設局の定める事務検査費を参照すること。

⑧ その他の費用 上記①～⑦の項目以外に必要になる費用。 －

 

 



 

（別表－３） 

○給水施設工事費の内訳及び算出方法について　【工事費精算額】

項目 内容 算出方法

① 設計費

給水課による給水施設工事の設計業務
費用。
再設計が必要になった場合は、再設計分
の設計費を加算する。

「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規
定　の細目（別表）」（以下、「規定の細目（別表）」という）の別表第
３「設計費　の労力算出歩数」及び別表第４「設計従事職員の賃
金」により算出する。
※設計業務完了時点の単価を適用する。再設計分は再設計の業
務完了時点の単価を適用する。

②
直接経費
（委託設計費）

給水装置整備工事等設計業務委託又は
給水施設工事設計業務委託による設計
業務費用。

1.給水装置整備工事等設計業務委託による給水施設工事設計を
行った場合は、当該設計業務の完成出来高数量により完成出来高
金額を算出する。
2.給水施設工事設計業務委託による給水施設工事設計を行った
場合は、当該設計業務委託に要した費用とする。

③
直接経費
（請負工事費）

給水施設工事の請負工事施工に必要に
なった費用（最終確定額）。

1.給水装置改良工事受注者にて給水施設工事を行う場合は、給水
施設工事に必要となった工種・材料の完成数量に給水装置改良工
事契約単価を乗じて算出する。
2.給水施設工事受注者にて給水施設工事を行う場合は、当該発注
工事の最終契約（変更）金額とする。

④ 間接経費
上記①～③に関する間接的な計上費用
（最終確定額）。

算出方法は別に定める。
（参考）
1.設計費にかかる間接経費：設計費に100分の20を乗じて得た金
額。
2.直接経費（委託設計費・請負工事費）の10分の1に相当する金
額。

⑤ 断水費用

給水施設工事で必要になる工業用水道
管断水作業にかかる費用。
追加断水が必要になった場合は、追加断
水分の費用を加算する（水道局原因での
追加断水の費用は含めない）。

「規定の細目（別表）」の別表第13「断水費等徴収単価表」の（２）
断水費等（工水）の各工種単価に断水延長及び断水回数を乗じて
算出する。
断水延長の算出については、「規定の細目（別表）」の別表第13
「断水費等徴収単価表」に記載のとおりとする。
また、断水年度が異なり、「規定の細目（別表）」の別表第13の改定
後になった場合は、改定単価に置き換えて算出すること。
※断水作業時点の単価を適用する。追加断水時は追加断水の作
業時点の単価を適用する。

⑥ 残土処分費

給水施設工事の施工に際して発生する残
土（建設発生土）の処分費用（港湾局へ
支払う）。
指定地処分（夢洲基地）での処分を行う
場合に算定する。

工務課長通知の当該施工年度の建設発生土処分予定単価（確定
単価）に実際の工事の発生土量を乗じて算出する。
また、処分年度が異なる場合は、処分した年度の予定単価（確定単
価）に置き換えて算出すること。
なお、自由地処分地の場合は、直接経費（請負工事費）に含まれる
ため、算定及び計上不要。
※残土搬入完了時点の当該年度予定単価あるいは確定単価を適
用する。

⑦ 事務検査費

給水施設工事跡の舗装復旧工事の確認
検査に際して発生する検査費用（建設局
へ支払う）。
工事場所が大阪市建設局の管理する道
路（認定道路）であった場合に算定する。

給水施設工事の舗装復旧面積に応じた事務検査費の金額とする。
金額は建設局の定める事務検査費を参照すること。

⑧ その他の費用
上記①～⑦の項目以外に必要になった費
用。

－

 



 

（様式－１） 

審　　査

課　　長 課長代理 担当係長 調　　査 設　　計 文書主任

下記のとおり、設計業務の施行を指示する。

給水施設

給水装置

指示期限

区 丁目 番　地先　　（別紙位置図　参照）

ｍｍ 延長 ｍ　・　新設　・　撤去　・　布設替

　７．道路使用許可申請書作成　：　要　・　不要

　８．その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

決　　　　　　　裁

   （指示番号）　給設　第　　　　　　号

年　　　月　　　 日

　       　大阪市水道局工務部給水課長

　   （　担当　：　　　　 　　    )　

設　計　指　示　書

記

業務名称
（路線名）

丁目 工事設計業務

　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

施行内訳

給水管口径

　１．道路種別　：　認定道路　・　未認定道路
　　　（※記載内容に関わらず、必ず、調査にて確認のこと。）

　２．舗装種別　：
　　　（※記載内容に関わらず、必ず、調査にて確認のこと。）

　３．工事設計図面

　４．数量計算書

　５．道路埋設調整図作成　　　　：　要　（　　　　　　年　　月発表予定）　・　不要

　６．交通処理図作成　　　　　　　：　要　・　不要

摘　　要

内　　容

 



 

（様式－２） 

給
水

施
設

工
事

施
工

指
示

書
－

１
．
道
路
占
用
許
可
証
 
　
２
．
道
路
使
用
許
可
書
 
　
３
．
管
理
図
　
４
．
そ
の
他
（
　
　
　
　
 
 
　
）

　
 
大

阪
市

水
道

局

管
理

図
番

号
施
工
指
示
図

　
　

施
工

時
間

帯
　

１
．

昼
　

　
　

　
２

．
夜

備 　 考施 工 条 件

舗
装

復
旧

施
工

内
容

　
施

工
指

示
図

の
と

お
り

申
込

者
名

称
水

栓
番

号

指
示

工
期

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
　

～
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

工
事

場
所

指
示

番
号

　
第

　
　

　
　

　
　

　
　

号
指

示
年

月
日

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

水
道

セ
ン

タ
ー

 
維

持
担

当
課

長

様
　

　

管
工

事

　
○

請
負

工
事

単
価

契
約

（
単

第
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
号

）
に

基
づ

き
次

の
と

お
り

指
示

し
ま

す
。

工
事

名
称



 

（様式－３） 

指示工期

自 　　　　年　　　　月　　　　日

③ 指示番号

② 指示番号

工事名称

指示工期

④ 指示番号

工事名称

指示工期

至 　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　日至

号

号

自 　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　日

号

自

自

至

指示工期

　下記工事を、平成　　年度 給水装置改良工事（　　）【単価契約】の単価契約条項を
　守って施工することをお請けします。

　　件　　名

　　請書内訳 　　指示月日

　　給水施設工事

① 指示番号 号

工事名称

　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　日

工事名称

至

氏　名 ㊞

記

　　　年　　　月　　　日

仮　　請　　書

大阪市水道局長

受注者

住　所



 

（様式－４）

 

大
阪

市
水

道
局

長
受

注
者

名

㊞

管
理

図
番

号

給
 水

 施
 設

 工
 事

 完
 了

 届
　

完
成

図
面

－

工
事

場
所

　
　

　
　

　
　

　
区

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

丁
目

　
　

　
　

番
　

　
　

　
号

　

申
込

者
　

　
　

　
　

　
　

　
　

T
E
L

水
栓

番
号

提
出

年
月

日
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　

指
示

番
号

第
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
号

完
成

年
月

日
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　

実
施

工
期

（
自

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
　

　
（
至

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
施

工
明

細
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
管

工
事

（
昼

・
夜

）
　

舗
装

工
事

（
昼

・
夜

）

　
舗

装
完

成
図

面
工

事
内

訳
形

状
寸

法
単

位
数

量
材

料
内

訳
形

状
寸

法
単

位
数

量



 

（様式－５） 

工 種 材 料

・
工

業
用

水
道

給
水

施
設

工
事

※
該

当
す

る
種

別
に

○
印

を
記

入
す

る
事

・
経

年
給

水
管

整
備

工
事

（
計

画
的

漏
水

調
査

）

数
　

量

＜
金

　
額

＞
＜

単
　

価
＞

＜
数

 量
 計

＞

数
　

量

出
　

来
　

高
　

集
　

計
　

表

単
位

指
　

　
示

　
　

月
　

　
日

数
　

量

・
給

水
装

置
整

備
工

事

数
　

量

指
　

　
示

　
　

番
　

　
号

工
 種

  
・
　

材
 料

 明
 細

形
　

状
　

寸
　

法
数

　
量

数
　

量

総
　

計

・
給

水
装

置
工

事

・
経

年
給

水
管

整
備

工
事

（
自

然
漏

水
）

 


